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バイオマス燃料のライフサイクルGHGについて





１．パブリックコメントを踏まえた
ライフサイクルGHG既定値の修正について







２．その他パブリックコメントに基づく反映事項
について









３．2021年度までの認定案件における望ましい
情報開示・報告方法について







バイオマス発電のライフサイクルGHGの自主的開示について（20●●年度分）

⚫ 前述の整理に従い、個社が開示すべき情報開示は、以下のイメージとするものとしてはどうか。

⚫ また、2022年度以降の認定案件についても、透明性の観点から、本イメージに準じた情報開示を
求めることとしてはどうか。

●●年●月

○○社は、バイオマス持続可能性ワーキンググループの要請に応じ、2021年度以前にFIT認
定を受けたバイオマス発電所の燃料調達において、20●●年度に調達したバイオマス燃料につ
いて、以下の通り、自主的な計算に基づく、ライフサイクルGHGの開示を致します。

記

発電
所名

燃料区
分

燃料名 調達量 国・地域 ライフサイクル
GHG自主試算

持続可能性の認証名・認証燃焼の
量・認証識別番号（農産物の収穫に

伴って生じるバイオマスのみ）※

○
○
発
電
所

農産物
の収穫
に伴って
生じるバ
イオマス

PKS 5万トン インドネシア xxg-CO2/MJ電
力

PKS 2万トン インドネシア xxg-CO2/MJ電
力

パーム・トラン
ク

2万トン マレーシア xxg-CO2/MJ電
力

一般木
質バイオ
マス

木質ペレット
(製材残渣)

1万トン カナダ xxg-CO2/MJ電
力

未利用
材

木質チップ
(林地残材)

1000ト
ン

東北地方 xxg-CO2/MJ電
力

・・ ・・ ・・・ ・・・・ ・・・・・

[なお、当社は○○の持続可能性認証（認証番号○○）を取得しております。]
当社ではこれらのライフサイクルGHGについて、2022年度以降の新規認定案件に求められているラ
イフサイクルGHGの基準を下回るべく、以下の取組を進め、更なる排出削減に努めて参ります。

■○○の取組みを推進（○○発電所、約●●t-CO2/MJ電力の削減が期待）
■□□の取組みを推進（○○発電所、2030年までに▲▲を検討）

2021年度までの認定案件における望ましい情報開示・報告（案）

✓ 事業計画策定ガイドラインに従って、
農産物の収穫に伴って生じるバイオ
マスについては、「（ⅰ）使用して
いるバイオマス燃料の持続可能性
（合法性）を担保している第三者認
証スキームの名称、（ⅱ）発電所で
使用した認証燃料の量及びその認証
燃料固有の識別番号」を記載。但し、
発電事業者自身が持続可能性の認証
を取得している場合は[ ]の箇所に
記載することで、認証燃料別の開示
は不要。

✓ 今後、発電事業者が、輸入木質バイ
オマスも含め、ライフサイクルGHG
を確認できる認証を得たら、その旨
も開示。

✓ 農産物の収穫に伴って生じるバイオ
マス、輸入木質バイオマスについて
は、納入単位またはサプライヤー単
位で各行で記載することを想定。

✓ 国内木質バイオマスについては、原
則として燃料供給業者毎で各行に記
載することを想定。

✓ 期待される削
減効果につい
て、原則とし
て定量的な情
報を盛り込む
ものとする。

13

※発電事業者が認証を得ている場合は不要



参考：既存燃料のライフサイクルGHG既定値
（パブリックコメントを踏まえた修正反映版）



農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのライフサイクルGHG既定値（案）

CPOのライフサイクルGHG既定値（案）
(g-CO2/MJ-CPO)

パームステアリンのライフサイクルGHG既定値（案）
(g-CO2/MJ パームステアリン))

工程 メタン回収なし メタン回収あり

栽培工程 19.32

輸送工程（FFB輸送） 1.21

加工工程（搾油） 29.81 5.21

輸送工程（CPO輸送） 4.02※

発電 0

合計 54.36 ※ 29.76 ※

工程 メタン回収なし メタン回収あり

栽培工程 19.67

輸送工程（FFB輸送） 1.23

加工工程（搾油） 30.36 5.31

輸送工程（CPO輸送） 0.15

加工工程（精製） 1.49

加工工程（分離） 0

輸送工程

（パームステアリン輸送）
3.91※

発電 0

合計 56.81 ※ 31.76 ※
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※事務局にてレビューの結果、前回資料からケミカルタンカーの燃費をアップデートし数値を微修正。




















